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2026 年 4 月 24 日 

公益財団法人 キユーピーみらいたまご財団 

2026 年度 第Ⅱ期 助成事業募集のご案内（応募要項） 

公益財団法人キユーピーみらいたまご財団 事務局 

当財団は、2025 年 6 月以降子ども食堂など食を通した居場所づくり活動を開始し、今回申請までに

少なくとも 1 回の開催実績がある団体を対象に、プログラム B-2（スタートアップ助成）の公募を行いま

す。 

2026 年度第Ⅱ期の応募期間は、6 月 1 日（月）正午から 6 月 29 日（月）正午です。 

1．第Ⅱ期 助成プログラム

プログラム B-2（スタートアップ助成）

2．助成対象団体 

2025 年 6 月以降に「子ども食堂」等の食を通した居場所づくり活動を開始し、今回申請までに 

少なくとも 1 回の開催実績がある団体。 

※2025 年 6 月までに居場所づくり活動を開始した団体が、2025 年 6 月以降新たな拠点を

開設したという事例は助成対象ではありません。

団体の所在地が日本国内であることと、活動を実際に行う団体の構成員が 3 人以上であること、 

以下のすべてに該当する団体であることも条件です。 

〇助成終了後も対象となる活動を継続する意思があること 

〇団体活動を通じて、政治的または宗教的活動を行わないこと 

〇反社会勢力でないこと、反社会勢力とのいかなる関わりもないこと 

なお、過去にプログラム B-2（スタートアップ助成）で助成した団体は、応募できません。 

3．助成金、対象経費、助成金使用対象期間 

①助成金：一律 15 万円

②対象経費

食材費・家賃・人件費等の運営費用、拠点の改修費用、設備・備品の購入費用、保険料

③助成金使用対象期間：2026 年 8 月 1 日～2027 年 3 月 31 日
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4．応募方法 

当財団ホームページの助成申請サイトにて、質問内容に沿い回答の項目を選択、あるいは入力して

ください。 

スマートフォンでの申請も可能です。  

※郵送での申請受付はしていません。 

 

応募期間は、6 月 1 日（月）正午～ 6 月 29 日（月）正午までです。 

※締切直前は回線が混み合う可能性がありますので、なるべくお早めにご提出ください。 

※申請完了後リターンメールが自動送信されることで、応募完了といたします。 

リターンメールがない場合は未受領の可能性がありますので、財団事務局までご連絡ください。 

 

５．応募時の提出書類 

当財団ホームページの申請書類（誓約書・推薦書）をダウンロードして記入、押印し、その PDF、 

または撮影した画像をアップロードしてください。 

また、選考時または助成決定後に提出をお願いする場合がありますので、「定款・規約」「役員名簿」

を準備してください。 

※推薦者には、推薦内容について問合せをする場合があります。 

 

６．選考方法 

助成申請サイトに入力された情報に基づき書類選考を行い、選考委員会が審議、理事会が承認 

して決定します。 

なお、電話やメールによる確認や直接訪問調査（7 月～8 月）を行う場合があります。 

 

７．選考基準 

① 適合性：財団の助成目的に合った活動であること。 

② 実現性：活動計画が実現可能で、収支計画が適切であること。 

③ 継続性：自立した運営をめざし、活動の継続が期待できること。 

 

８．選考のポイント 

参加者の 50％以上が子どもであり会食等で食を通した居場所づくりを行っていること、活動開始時

期が 2025 年 6 月以降であること、今回申請までに少なくとも 1 回の開催実績があることです。 

加えて、推薦者との関係や地域連携、事業の継続性を重視します。 
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９．助成決定 

助成が決定した団体については、2026 年８月中旬までに助成決定通知をメールでお送りし、その

後ホームページ等で発表します。 

また、採否の理由のお問合せには応じかねます。 

 

【助成金の振込】 

助成決定後提出していただく口座情報に基づき、2026 年 9 月下旬に振り込みます。 

 

10．完了報告 

助成期間終了後、完了報告書を提出していただきます。 

締め切りは、来年、2027 年 5 月 7 日（金）です。 

所定の書式は、ホームページにアップしてあります。 

 

11．その他の注意事項 

 ① 他の助成金に応募・受給していても、当財団への応募は差し支えありません。ただし、当財団の 

助成金と他助成金の使途は明確に区別してください。 

② 申請システムに記載・入力していただいた個人情報は、当財団の個人情報保護規定に基づき 

厳正に管理し、当財団の事業に関わる業務にのみ使用し、それ以外には使用しません。 

③ 以下の費用は助成対象外とします。 

・営利を目的とした案件、既に完了している案件 

・備品の場合、事業内容に対して備品の数量、価格、性能が適切でないもの（用途に比べ 

高価な機種等） 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

 

 

 

  公益財団法人 キユーピーみらいたまご財団 事務局 

住所：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-4-13 

電話番号：03-3486-3094 （受付：平日 月～金、10 時～16 時） 

E-mail：kmtsupport@kmtzaidan.or.jp 

この QR コードから財団ホームページの 

「助成募集について」ページをご覧いただけます 


